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エコえひめ・ストッピーポイント 

参加企業募集要領 

 

１ 趣旨 

県では、県内での環境に配慮した行動（エコ活動）の拡大を図るため、エコ活動を行

った県民に対してポイントを付与する県独自の「エコえひめ・ストッピーポイント事業」

を実施します。 

実施に当たって、エコ活動を行った県民に対し、特典を提供していただける企業等を

募集します。 

なお、平成 23 年 7 月 1 日から開始した「愛媛エコ・アクション・ポイント事業」では、

バイオ燃料の原料となる使用済み天ぷら油を指定の回収場所に持ち込んだ県民に対し、割

引券等と交換できるポイントを付与していましたが、25 年 4 月 1 日からは、エコえひ

め・ストッピーポイントに移行します。 

 

２ 募集内容 

環境に配慮した行動（エコ活動）を行った県民に対し、特典を提供する企業を募集し

ます。 

【参加要件】 

① 愛媛県内に本社（店）、支社（店）、工場等を有する企業等。 

② エコ活動を行った県民に対し、特典の原資等を提供する企業等。 

 

 

 ◆エコ活動の ◆ 
  ・ 生 を勢募 として さ た商品の購入 
  ・レジ袋や包装の辞退 
  ・使用済みてんぷら油の回収施設等への持込み 
  ・バイオマス ストー の購入 
  ・バイオ の購入 
  ・生ごみ由来堆肥の購入 

    （「エコ・アクション・ポイントの登録・承認基準（平成 24 6 月 ） り ） 
 

◆特典の （ 、ポイント は企業が独自に 定）◆ 
  ・割引券・商品券としての 用 
  ・企業が独自に実施しているポイントサービスへのポイント付加 
  ・地産地消商品の提供 

 
 

３ 必要経費 

 ・エコ活動により県民が提供を受ける特典の原資 

 

４ 事業実施期間 

参加決定の日から当該事業終了までの間 

※当該事業終了までに、当該事業を中止したい場合は、中止する１カ月前までに、愛

媛県県民環境部環境局環境政策課に通知すること。 
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５ 応募方法 

この要領に添付している参加申込書に必要事項を記入し、必要な書類を添付の上、愛

媛県県民環境部環境局環境政策課に持参するか、郵送により提出してください。 

 

６ 審査・結果の通知 

申込のあった企業については、申込受付後、温室効果ガスの排出削減、家庭等におけ

る省エネルギー行動等、環境に配慮した行動（エコ活動）に合致するか審査し、結果を通

知します。 

 

７ 結果報告 

参加企業は、毎年度末時点における参加状況を報告していただき、県はこれを公表し

ます。 

 

 

【お問い合わせ・申込書提出先】 

〒790-8570 松山市一番町四丁目４番地２ 

愛媛県県民環境部環境局環境政策課 温暖化対策グループ 

Tel ０８９－９１２－２３４９（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化防止の県 動の と県 とりが温暖化対 に

継続的に取り組むことを広くアピールするキャラクター。 

愛媛県地球温暖化防止キャラクター ストッピー 
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～～～～～～～～～～～～    事業の流れ事業の流れ事業の流れ事業の流れ    ～～～～～～～～～～～～    
 

県 事業者 

参加企業等募集 

 

審査※ 

  

 

参加申込書提出 

 

 

事業開始 

↓ 

↓ 

３月末時点 

事業報告 

 
※温室効果ガスの排出削減、家庭等における省エネルギー行動等の観点から審

査を行います。 
 

～～～～～～～～～～～～    取組みの取組みの取組みの取組みの流れ流れ流れ流れ    ～～～～～～～～～～～～    

 

 

 

 

 

 

 （必要に応じて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１回のエコ活動に対して付与するポイントが小さい場合（使用済
み天ぷら油の回収、レジ袋の辞退等）は、スタンプカードにスタンプを
押印、またはシールを貼付し、満点となった参加者に特典を提供。 

参加 
企業等 

参加者 

（県民） 

①参加申込み、エコ活動実施 

②ポイント付与 

③ポイント利用（県内） 

④特典（サービス・商品等）提供 

県 

実施状況 
報告 
（３月末時点） 

スタンプカード 
提供 

１回のエコ活動に対して付与するポイントが大きい場合（バイオマ
ス ストー の購入等）は、スタンプカードを使 に参加者に特
典（ 回 の商品購入に対する割引券等 割引 は任意に
設定可能）を提供可能。 

満点（図の場合は25）
となったので、割引券等と
して 用可能 
※満点を10、20と設定する
ことも可能 
※割引 は任意に設定
可能 



 4 

～～～～～～～～～～～～    ストッピーポイントストッピーポイントストッピーポイントストッピーポイント付与方法付与方法付与方法付与方法    ～～～～～～～～～～～～    

・参加企業等が１回のエコ活動に対する付与ポイント数を決定します。 

・１回のエコ活動に対して付与するポイントが小さい場合は、スタンプカードを使用す

るとともに、押印数を独自に設定可能です。 

  （例）使用済み天ぷら油の回収１回につき１スタンプ押印 

レジ袋の辞退１回につき３スタンプ押印 

 

～～～～～～～～～～～～    エコえひめ・ストッピーポイントエコえひめ・ストッピーポイントエコえひめ・ストッピーポイントエコえひめ・ストッピーポイントの普及・啓発の普及・啓発の普及・啓発の普及・啓発    ～～～～～～～～～～～～    

・県ホームページ、チラシ等により、県民向けに対象となるエコ活動、参加企業等をお

知らせします。 

・県が参加する環境イベントにおいて、参加者に対して、上記チラシ等を使用して広報

します。 

・県予算の範囲内でスタンプカード、チラシ等を作製します。必要に応じて活用くださ

い。 

・参加企業等が発行するチラシ等で、当事業に参加していることを表示していただいて

もかまいません。 
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平成平成平成平成 22225555 年度年度年度年度エコえひめ・ストッピーポイントエコえひめ・ストッピーポイントエコえひめ・ストッピーポイントエコえひめ・ストッピーポイント参加参加参加参加申込書申込書申込書申込書    
    

ふ  り  が  な 
企 業 名 

 

 

（代表者印） 

 

 

 

 

ふ  り  が  な 
代表者氏名 

 

 

事 務 所 
所 在 地 

（〒   －    ） 

 

 

連 絡 先 

TEL：   －   － 

FAX：   －   － 

E-mail: 

担当者氏名：                 

対象となる 

環境に配慮した行動 

 

 

。 ）

事業の 

概要 

具体的な環境に配慮した行動（エコ活動）内容、付与ポイント数 

（記載例）レジ袋や包装の辞退につき、１ポイント進呈します。 

 

エコ活動を行った県民に対する特典の内容 

（記載例）25ポイント貯まったら、50円の割引券として使用できます。 

 

事業実施場所 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 
企業の主な事業内容がわかる書類（定款、パンフレット等）を添付してください。 
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